
令和６年度使用義務教育諸学校の教科用図書の採択に関する諮問について

１ 群馬県教科用図書選定審議会に対する諮問事項が次のように決定した。

(1) 市町村教育委員会及び義務教育諸学校（公立の義務教育諸学校を除く。）の校長

の行う採択に関する事務についての適正な指導、助言、援助に関する事項

(2) 県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の適正な採択に関する事項

令和５年４月２１日

義務教育課教科指導係

担当：長谷部（内線４６１５）


